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広島市長　　松　井　一　實

告 示

広島市告示第３１５号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので、同法第７８条の１１第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和６年６月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３１６号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和６年６月１日

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社幸房
くらしさ介護
ステーション
たかとり

広島市安佐北
区三入六丁目
１８番６号

定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社マリ
モホールディ
ングス

マ リ モ ヘ ル
パ ー ス テ ー
ション

広島市西区庚
午北二丁目１
６番１０号

訪問介護

株式会社ニッ
クス

ニックス安佐
南訪問介護事
業所

広島市安佐南
区長束二丁目
１２番２８号

訪問介護

医療法人社団
生和会

たかの橋訪問
看 護 ス テ ー
ション

広島市中区国
泰寺町二丁目
４番１６号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

医療法人社団
ひろまさ会

訪 問 看 護 ス
テーションミ
ルキーケア

広島市東区尾
長東二丁目５
番３３号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

合同会社桜
桜ステーショ
ン

広島市南区宇
品西四丁目４
番４号第二広
州ビル２０４
号室

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社ＮＩ
ＫＯＬＡＴＥ
Ｃ

フ ァ ミ リ ー
ナース広島

広島市安芸区
中野東四丁目
１６番２０－
２０３号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社ＳＥ
ＮＳＥ

訪 問 看 護 ス
テーションり
ぼん

広島市佐伯区
藤垂園１番１
５号

訪問看護及び介
護予防訪問看護
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

広島市告示第３１７号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年６月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３１８号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和６年６月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３１９号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９４条第１項の規定

により、次に掲げる施設を介護老人保健施設として開設を許可し

たので、同法第１０４条の２第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年６月１日

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社マリ
モホールディ
ングス

マ リ モ ヘ ル
パ ー ス テ ー
ション

広島市西区庚
午北二丁目１
６番１０号

訪問介護サービ
ス

株式会社ニッ
クス

ニックス安佐
南訪問介護事
業所

広島市安佐南
区長束二丁目
１２番２８号

訪問介護サービ
ス

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

医療法人社団
生和会

介護老人保健
施設陽だまり

広島市中区国
泰寺町二丁目
４番１８号

訪 問 リ ハ ビ リ
テーション及び
介護予防訪問リ
ハビリテーショ
ン

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

医療法人社団
生和会

介護老人保健
施設陽だまり

広島市中区国
泰寺町二丁目
４番１８号

介護老人保健施
設



広島市告示第３２０号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５８条第１項に規定

する指定介護予防支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第１１５条の３０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年６月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３２１号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年６月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３２２号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ４ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第３２３号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ４ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

オフィスたい
よう合同会社

オフィスたい
よう広島中央

広島市中区橋
本町１０番１
号４Ｆ

介護予防支援

オフィスたい
よう合同会社

オフィスたい
よう広島西

広島市佐伯区
海老山町５番
１２－２０２
号

介護予防支援

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

医療法人社団
生和会

たかの橋居宅
介護支援事業
所

広島市中区国
泰寺町二丁目
４番１６号

居宅介護支援

株式会社ニッ
クス

ニックス安佐
南居宅介護支
援事業所

広島市安佐南
区長束二丁目
１２番２８号

居宅介護支援



―１４―　第１１３０号 令和６年７月３１日広 島 市 報

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第３２４号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ６ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　広島センター・基町ビル

　　所在地　広島市中区基町１０番地１１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

　　　代表取締役　辻上　広志

　　　東京都千代田区外神田四丁目１４番１号

　　株式会社広島バスセンター

　　　代表取締役　及川　享

　　　広島市中区基町６番２７号

　　株式会社そごう・西武

　　　代表取締役　劉　勁

　　　東京都豊島区南池袋一丁目１８番２１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

　　　（変更前）別紙のとおり。

　　　（変更後）別紙のとおり。

　　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　（変更前）別紙のとおり。

　　　（変更後）別紙のとおり。

４　変更年月日

　　令和６年５月３１日

５　届出年月日

　　令和６年５月３０日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年６月６日から令和６年１０月６日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１０月６日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第３２５号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ６ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ゆめタウン五日市

　　所在地　広島市佐伯区五日市五丁目１５５３番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社イズミ

　　代表取締役社長　山西　泰明

　　広島市東区二葉の里三丁目３番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり。

　　（変更後）別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年６月３日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間
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　　　令和６年６月６日から令和６年１０月６日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１０月６日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第３２６号　

令和６年６月１１日　

　令和６年第２回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　招集日　　令和６年６月１８日

２　招集場所　広島市役所



広島市告示第３２７号　

令和６年６月１３日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ＭＥＧＡ　ドン・キホーテ宇品店

　　所在地　広島市南区宇品西五丁目１３２６番５

２　大規模小売店舗を設置する者

　　みずほ信託銀行株式会社

　　代表取締役　笹田　賢一

　　東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

３　変更事項

　　大規摸小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）　みずほ信託銀行株式会社

　　　　　　　　代表取締役　梅田　圭

　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

　　（変更後）　みずほ信託銀行株式会社

　　　　　　　　代表取締役　笹田　賢一

　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

４　変更年月日

　　令和６年４月１日

５　届出年月日

　　令和６年６月１３日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年６月１３日から同年１０月１３日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１０月１３日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第３２８号　

令和６年６月１７日　

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第１８条の

２第１項の規定に基づき、令和６年１月１２日付け広島市告示第

２０号において、別途広島市告示で定めることとされている期日

のうち、次に掲げる地域に住所又は居所を有する個人及び同地域

に主たる事務所又は事業所を有する法人等に係るものについて

は、その期限が令和６年１月１日から令和６年７月３０日までの

間に到来するものについて、令和６年７月３１日とする。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３２９号　

都道府県名 地域

富山県 富山県

石川県

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白
山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡
津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島
郡中能登町
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令和６年６月１８日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３３０号　

令和６年６月１８日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第５５条の３第

３号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第３３１号　

令和６年６月１８日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第３３２号　

令和６年６月１８日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者の休止の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

訪 問 看 護 ス
テーションタ
ンポポ

広島市南区段原
南一丁目１９－
２７パークコー
トＳ－１　２０
１

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第３３３号　

令和６年６月１８日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第３３４号　

令和６年６月１８日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　エールエールＡ館

　　所在地　広島市南区松原町９番１４

２　大規模小売店舗を設置する者

　　広島駅南口開発株式会社

　　代表取締役　杉山　朗

　　広島市南区松原町９番１号

　　ほか３２名　別紙１のとおり。

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）　別紙２のとおり。

　　（変更後）　別紙３のとおり。

４　変更年月日

　　別紙２のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年６月１４日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年６月１８日から同年１０月１８日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。
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　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１０月１８日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１から別紙３まで　略



広島市告示第３３５号　

令和６年６月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和６年６月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

別紙　略



広島市告示第３３６号　

令和６年６月２０日　

　公共下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始

するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第２項に

おいて準用する同条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和６年６月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

別紙　略



広島市告示第３３７号　

令和６年６月２１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ダイレックス可部店

　　所在地　広島市安佐北区可部一丁目１０７８番　外

２　大規模小売店舗を設置する者

　　ダイレックス株式会社

　　代表取締役　五味　肇

　　佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地

３　変更事項

　　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　（変更前）

　　　名　称　（仮称）ダイレックス可部店

　　　所在地　広島市安佐北区可部一丁目１０７８番　外

　　　（変更後）

　　　名　称　ダイレックス可部店

　　　所在地　広島市安佐北区可部一丁目１０７８番　外

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）

　　　ダイレックス株式会社

　　　代表取締役　多田　高志

　　　佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地

　　　（変更後）

　　　ダイレックス株式会社

　　　代表取締役　五味　肇

　　　佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）

　　　（変更後）

４　変更年月日

　　令和６年３月１日

５　届出年月日

　　令和６年６月１７日

６　届出書の縦覧場所

小売業者
住所

氏名又は名称 代表者

ダイレックス
株式会社

代表取締役　
多田　高志

佐賀県佐賀市高木瀬町大
字長瀬９３０番地

小売業者
住所

氏名又は名称 代表者

ダイレックス
株式会社

代表取締役　
五味　肇

佐賀県佐賀市高木瀬町大
字長瀬９３０番地
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　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年６月２１日から同年１０月２１日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１０月２１日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第３３８号　

令和６年６月２１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ダイレックス石内店

　　所在地　広島市佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原１０４９

４番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　オリックス株式会社

　　代表執行役　井上　亮

　　東京都港区浜松町二丁目４番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

小売業者
住所

氏名又は名称 代表者

ダイレックス
株式会社

代表取締役　
多田　高志

佐賀県佐賀市高木瀬町大
字長瀬９３０番地

小売業者
住所

氏名又は名称 代表者

ダイレックス
株式会社

代表取締役　
五味　肇

佐賀県佐賀市高木瀬町大
字長瀬９３０番地

４　変更年月日

　　令和６年３月１日

５　届出年月日

　　令和６年６月１７日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年６月２１日から同年１０月２１日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき、当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告

の日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出によ

り、これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１０月２１日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第３３９号　

令和６年６月２１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　アーバス安古市

　　所在地　広島市安佐南区相田一丁目１５番６ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社ＮＩＰＰＯ

　　代表取締役　和田　千弘

　　東京都中央区京橋一丁目１９番１１号

３　変更事項
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　　別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年６月１８日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年６月２１日から同年１０月２１日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１０月２１日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３４０号　

令和６年６月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので、生活保護法５５条の３第３

号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第３４１号　

令和６年６月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３４２号　

令和６年６月２５日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３４３号　

令和６年６月２７日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、こども未来局放課後対策課の物品出納員事務の一部

を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた物品分任出納員

　　荒神町放課後児童クラブ　指導員　殿畑　恵美

　　元宇品放課後児童クラブ　指導員　東舎　泰子

　　古田台放課後児童クラブ　指導員　来山　裕恵

　　戸山放課後児童クラブ　　指導員　堤　晶子

　　高南放課後児童クラブ　　指導員　新本　厚子

　　三田放課後児童クラブ　　指導員　和田　純子

　　大林放課後児童クラブ　　指導員　井木　弘美

　　湯来南放課後児童クラブ　指導員　槙原　早苗

２　委任させた事務

　　こども未来局放課後対策課に属する各放課後児童クラブにお

ける物品の出納保管に関する事務

３　委任期間

　　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示第３４４号　

令和６年６月２７日　

　令和６年１月１２日付け広島市告示第２０号により令和６年度

の固定資産税の第１期の納期限が延長されている者（富山県、石

川県に住所又は居所を有する個人及び同地域に主たる事務所又は

事業所を有する法人等）については、令和６年３月８日付け広島

市告示第９９号により、広島市内に所在する土地及び家屋に関す

る令和６年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を令

和６年４月１日（月）から「別途広島市告示で定める期日」まで

縦覧に供することとしていましたが、令和６年６月１７日付け広

島市告示第３２８号により納期限が定まった者（次に掲げる地域
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に住所又は居所を有する個人及び同地域に主たる事務所又は事業

所を有する法人等）については、「別途広島市告示で定める期

日」を令和６年７月３１日（水）とします。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３４５号　

令和６年６月２８日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　グランアークテラス

　　所在地　広島市東区若草町１７００番

２　大規模小売店舗を設置する者

　　三井住友信託銀行株式会社

　　支配人　髙岡　良典

　　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）　マックスバリュ西日本株式会社

　　　　　　　　広島市南区段原南一丁目３番５２号

　　　　　　　　代表取締役社長　平尾　健一

　　（変更後）　株式会社フジ

　　　　　　　　広島市南区段原南一丁目３番５２号

　　　　　　　　代表取締役社長　山口　普

４　変更年月日

　　令和６年３月１日

５　届出年月日

　　令和６年６月２５日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　広島市東区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年６月２８日から同年１０月２８日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

都道府県名 地域

富山県 富山県

石川県

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白
山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡
津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島
郡中能登町

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年１０月２８日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第３４６号　

令和６年６月２８日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出が

あったので、同法第７８条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３４７号　

令和６年６月２８日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３４８号　

令和６年６月２８日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３４９号　

令和６年６月２８日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０
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号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５０号　

令和６年６月２８日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき、次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は、令和６年６月２８日から同年７月１２日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５１号　

令和６年６月２８日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は、令和６年６月２８日から同年７月１２日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

福井内科訪問
看 護 ス テ ー
ション

広島市安佐南区
長楽寺二丁目１
３－３０－２Ｆ

令和６年３月
１日

令和１２年２
月２８日

整理
番号

路線名
起点

終点

17664
安佐南３区
３８７号線

安佐南区長束五丁目１０３８番地地先

安佐南区長束五丁目１０４２番地地先

17665
安佐南４区
３８３号線

安佐南区沼田町大字大塚字宮ケ瀬３２３
１番地２地先

安佐南区沼田町大字大塚字宮ケ瀬３１６
０番地地先

17666
安佐南４区
３８５号線

安佐南区沼田町大字大塚字宮ケ瀬３１７
１番地１地先

安佐南区沼田町大字大塚字北垣内９２５
番地１地先

整理
番号

路線名
起点

終点

17667
安佐南３区
３８７号線

安佐南区長束五丁目１０３８番地地先

安佐南区長束五丁目８０８番地７地先

17668
安佐南４区
３８３号線

安佐南区大塚西一丁目３１７６番地１地
先

安佐南区大塚西一丁目３２０６番地１地
先

17669
安佐南４区
３８５号線

安佐南区大塚西一丁目３１７１番地４地
先

安佐南区大塚西一丁目３１６７番地１地
先

17670
安佐南４区
８５４号線

安佐南区大塚西一丁目３１３７番地３地
先

安佐南区大塚東二丁目９２４番地１地先

17671
安佐南４区
８５５号線

安佐南区大塚西一丁目５０３０番地２地
先

安佐南区大塚西一丁目５０４６番地１８
地先

17672
安佐南４区
８５６号線

安佐南区大塚西一丁目５０４５番地２地
先

安佐南区大塚西一丁目５０４３番地１地
先

17673
安佐南４区
８５７号線

安佐南区大塚西一丁目５０３４番地２０
地先

安佐南区大塚西一丁目５０４６番地１地
先

17674
安佐南４区
８５８号線

安佐南区大塚西一丁目５０３５番地９地
先

安佐南区大塚西一丁目５０４７番地１地
先

17675
安佐南４区
８５９号線

安佐南区大塚西一丁目５０３６番地８地
先

安佐南区大塚西一丁目５０４８番地１地
先

17676
安佐南４区
８６０号線

安佐南区大塚西一丁目５００７番地地先

安佐南区大塚西一丁目５０４３番地８地
先

17677
安佐南４区
８６１号線

安佐南区大塚西一丁目５０４１番地９地
先

安佐南区大塚西一丁目５０４１番地８地
先

17678
安佐南４区
８６２号線

安佐南区大塚西一丁目５０３９番地８地
先

安佐南区大塚西一丁目５０３９番地７地
先

17679
安佐南４区
８６３号線

安佐南区大塚西一丁目５０４８番地１０
地先

安佐南区大塚西一丁目５０４８番地９地
先

17680
安佐南４区
８６４号線

安佐南区大塚西一丁目５０４２番地９地
先

安佐南区大塚西一丁目５０４２番地８地
先

17681
安佐南４区
８６５号線

安佐南区大塚西一丁目５０４０番地９地
先

安佐南区大塚西一丁目５０４０番地８地
先

17682
安佐南４区
８６６号線

安佐南区大塚西一丁目５０４７番地１１
地先

安佐南区大塚西一丁目５０４７番地１０
地先

17683
安佐南４区
８６７号線

安佐南区大塚西一丁目５０４９番地７地
先

安佐南区大塚西一丁目５０４９番地６地
先

17684
安佐北２区
１１３９号
線

安佐北区深川三丁目１１９番地７地先

安佐北区深川三丁目１１９番地１０地先
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17685
安佐北３区
１０１８号
線

安佐北区大林四丁目３７２８番地８地先

安佐北区大林四丁目３７２８番地１１地
先

17686
安佐北３区
１０１９号
線

安佐北区亀山三丁目１２２０番地２１地
先

安佐北区亀山三丁目１２２１番地７地先



広島市告示第３５２号　

令和６年６月２８日　

　道路の区域を次のように決定したので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、告示します。

　その関係図面は、令和６年６月２８日から同年７月１２日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の種類 路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安佐南３区
３８７号線

4.00　メートル
～
8.61　　　　　

メートル
97.27

市　道
安佐南４区
３８３号線

1.50　メートル
～
5.00　　　　　

メートル
246.50

市　道
安佐南４区
３８５号線

2.00　メートル
～

11.70　　　　　

メートル
126.90

市　道
安佐南４区
８５４号線

1.30　メートル
～
6.20　　　　　

メートル
300.30

市　道
安佐南４区
８５５号線

6.00　メートル
～

28.03　　　　　

メートル
541.48

市　道
安佐南４区
８５６号線

6.00　メートル
～

66.64　　　　　

メートル
892.50

市　道
安佐南４区
８５７号線

6.00　メートル
～

13.39　　　　　

メートル
329.51

市　道
安佐南４区
８５８号線

6.00　メートル
～

13.87　　　　　

メートル
323.70

市　道
安佐南４区
８５９号線

6.00　メートル
～

15.17　　　　　

メートル
294.28

市　道
安佐南４区
８６０号線

6.00　メートル
～

15.20　　　　　

メートル
76.80

市　道
安佐南４区
８６１号線

6.00　メートル
～

13.07　　　　　

メートル
37.85

市　道
安佐南４区
８６２号線

6.00　メートル
～

13.07　　　　　

メートル
32.47

市　道
安佐南４区
８６３号線

6.00　メートル
～

13.10　　　　　

メートル
37.87

市　道
安佐南４区
８６４号線

メートル
4.00　　　　　

メートル
37.85

市　道
安佐南４区
８６５号線

メートル
4.00　　　　　

メートル
37.85

市　道
安佐南４区
８６６号線

メートル
4.00　　　　　

メートル
37.82

市　道
安佐南４区
８６７号線

メートル
4.00　　　　　

メートル
32.66

市　道
安佐北２区
１１３９号
線

6.00　メートル
～

13.55　　　　　

メートル
37.12

市　道
安佐北３区
１０１８号
線

6.00　メートル
～

14.05　　　　　

メートル
35.82

市　道
安佐北３区
１０１９号
線

6.00　メートル
～

11.49　　　　　

メートル
62.57



広島市告示第３５３号　

令和６年６月２８日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年６月２８日から同年７月１２日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
３区３
８７号
線

安佐南区長束五丁目１０３
８番地地先 令和６年６月２

８日安佐南区長束五丁目８０８
番地７地先

市　道

安佐南
４区３
８３号
線

安佐南区大塚西一丁目３１
７６番地１地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目３２
０６番地１地先

市　道

安佐南
４区３
８５号
線

安佐南区大塚西一丁目３１
７１番地４地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目３１
６７番地１地先

市　道

安佐南
４区８
５４号
線

安佐南区大塚西一丁目３１
３７番地３地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚東二丁目９２
４番地１地先

市　道

安佐南
４区８
５５号
線

安佐南区大塚西一丁目５０
３０番地２地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目５０
４６番地１８地先

市　道

安佐南
４区８
５６号
線

安佐南区大塚西一丁目５０
４５番地２地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目５０
４３番地１地先

市　道

安佐南
４区８
５７号
線

安佐南区大塚西一丁目５０
３４番地２０地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目５０
４６番地１地先
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市　道

安佐南
４区８
５８号
線

安佐南区大塚西一丁目５０
３５番地９地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目５０
４７番地１地先

市　道

安佐南
４区８
５９号
線

安佐南区大塚西一丁目５０
３６番地８地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目５０
４８番地１地先

市　道

安佐南
４区８
６０号
線

安佐南区大塚西一丁目５０
０７番地地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目５０
４３番地８地先

市　道

安佐南
４区８
６１号
線

安佐南区大塚西一丁目５０
４１番地９地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目５０
４１番地８地先

市　道

安佐南
４区８
６２号
線

安佐南区大塚西一丁目５０
３９番地８地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目５０
３９番地７地先

市　道

安佐南
４区８
６３号
線

安佐南区大塚西一丁目５０
４８番地１０地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目５０
４８番地９地先

市　道

安佐南
４区８
６４号
線

安佐南区大塚西一丁目５０
４２番地９地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目５０
４２番地８地先

市　道

安佐南
４区８
６５号
線

安佐南区大塚西一丁目５０
４０番地９地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目５０
４０番地８地先

市　道

安佐南
４区８
６６号
線

安佐南区大塚西一丁目５０
４７番地１１地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目５０
４７番地１０地先

市　道

安佐南
４区８
６７号
線

安佐南区大塚西一丁目５０
４９番地７地先 令和６年６月２

８日安佐南区大塚西一丁目５０
４９番地６地先

市　道

安佐北
２区１
１３９
号線

安佐北区深川三丁目１１９
番地７地先 令和６年６月２

８日安佐北区深川三丁目１１９
番地１０地先

市　道

安佐北
３区１
０１８
号線

安佐北区大林四丁目３７２
８番地８地先 令和６年６月２

８日安佐北区大林四丁目３７２
８番地１１地先

市　道

安佐北
３区１
０１９
男線

安佐北区亀山三丁目１２２
０番地２１地先 令和６年６月２

８日安佐北区亀山三丁目１２２
１番地７地先



広島市告示（中区）第６０号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年６月３日に広島市西部自転車等保管所へ

移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第６１号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年６月４日に広島市西部自転車等保管所へ

移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第６２号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第６３号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年６月１０日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第６４号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。
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広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第６５号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第６６号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年６月２０日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第６７号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４６号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ４ 日　

　平成４年７月８日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認可

した中山上組町内会（代表者　世良　和男）について、下記のと

おり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及びその住所

　　世良　和男　　広島市東区中山上一丁目２番２３号を

　　茶木　敏雄　　広島市東区中山上二丁目１２番１６号に変更

する。



広島市告示（東区）第４７号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ４ 日　

　平成８年８月２０日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認可

した観音原自治会（代表者　白石　英夫）について、下記のとお

り告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　白石　英夫　　広島市東区福田三丁目３２番１７号を

　　岡村　政剛　　広島市東区福田三丁目３２番２０号に変更す

る。

２　事務所の所在地の変更

　　広島市東区福田三丁目３２番１７号を

　　広島市東区福田三丁目３２番２０号に変更する。



広島市告示（東区）第４８号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４９号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ３ 日　

　戸坂駅自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車につ

いては、令和６年６月７日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（東区）第５０号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市
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条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第５１号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路を次のとおり廃止しました。

　関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　廃止する道路の指定番号　　　第６７号

２　廃止する道路の指定年月日　　昭和４３年７月１６日

３　道路の位置　　　　　　　　　広島市東区温品四丁目の１０

６８番４及び１０６８番７

４　幅員　　　　　　　　　　　　４．０メートル

５　延長　　　　　　　　　　　　２６．０メートル



広島市告示（東区）第５２号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第５３号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（南区）第７６号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第７７号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第７８号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第７９号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ２ 日　

　下記物件を拾得しました。

　心当たりのある方は、広島市南区役所建設部維持管理課までお

知らせください。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　物件名　　　船舶（船体：緑色）

２　数量　　　　１隻

３　拾得場所　　広島湾（広島高速道路仁保ジャンクション西

側）

４　拾得月日　　令和６年４月２７日

５　拾得者　　　広島海上保安部



広島市告示（南区）第８０号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ２ 日　

　下記物件を拾得しました。

　心当たりのある方は、広島市南区役所建設部維持管理課までお

知らせください。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　物件名　　　船舶（船体：白色）

２　数量　　　　１隻
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３　拾得場所　　広島湾（広島高速道路仁保ジャンクション西

側）

４　拾得月日　　令和６年４月３０日

５　拾得者　　　広島海上保安部



広島市告示（南区）第８１号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撒去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第８２号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第８３号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和６年６月１６日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第８４号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第８５号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ４ 日　

　稲荷町Ｄ駐輪場、広島駅南口第一駐輪場に、長期間駐車されて

いた自転車等については、令和６年６月２２日に広島市西部自転

車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第８６号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第８７号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第８８号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ８ 日　

　天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和６年６月２７日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（西区）第４５号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年６月１７日から同年７月１日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長
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市　道
西３区
３６８
号線

西区己斐上
五丁目９４
２番地１地
先から
西区己斐上
五丁目９５
１番地１地
先まで

旧

メートル
2.2
～
7.0

メートル

89.4

新

メートル
5.0
～
8.0



広島市告示（西区）第４６号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年６月１７日から同年７月１日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第４７号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　次のとおり住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行いま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更する区域

　　西区己斐中一丁目の街区の一部

２　変更の内容

　　別図のとおり

３　変更年月日

　　令和６年７月１日

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
西３区
３６８
号線

西区己斐上五丁目９４２番
地１地先から
西区己斐上五丁目９５１番
地１地先まで

令和６年６月１
７日
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西
区

己
斐

中
一

丁
目

街
区

変
更

図
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

広島市告示（西区）第４８号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ４ 日　

　路線名等を定める法定外公共物を次のとおり廃止しますので、

告示します。

　その関係図面は、令和６年６月２４日から同年７月８日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第４９号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年６月２５日から同年７月９日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第５０号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年６月２５日から同年７月９日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 西５区５１号里道
広島市西区井口二丁目１３３０番
地地先から広島市西区井口二丁目
１３３０番地地先まで

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
西３区
１７７
号線

西区己斐上
二丁目１９
６７番地１
＋１９６７
番地２＋１
９６７番地
３＋１９６
７番地４＋
１９６７番
地５地先か
ら
西区己斐上
二丁目１９
６７番地１
＋１９６７
番地２＋１
９６７番地
３＋１９６
７番地４＋
１９６７番
地５地先ま
で

旧

メートル
4.95
～

5.63

メートル

26.27

新

メートル
5.80
～

6.00

メートル

26.27

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
西３区
１７７
号線

西区己斐上二丁目１９６７
番地１＋１９６７番地２＋
１９６７番地３＋１９６７
番地４＋１９６７番地５地
先から
西区己斐上二丁目１９６７
番地１＋１９６７番地２＋
１９６７番地３＋１９６７
番地４＋１９６７番地５地
先まで

令和６年６月２
５日



広島市告示（西区）第５１号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり廃止したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　廃止番号　　　第２号

２　廃止年月日　　令和６年６月２８日

３　道路の位置　　広島市西区井口二丁目１３２９番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　３４．８０メートル



広島市告示（安佐南区）第７３号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように廃止したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　廃止番号　　　第５号

２　廃止年月日　　令和６年６月３日

３　道路の位置　　広島市安佐南区園八丁目の７８１番１の一

部及び７８１番４の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　３６．８５メートル



広島市告示（安佐南区）第７４号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。
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広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第６号

２　指定年月日　　令和６年６月４日

３　道路の位置　　広島市安佐南区東野三丁目の甲１４９４番１

の一部、甲１４９４番２の一部、甲１４９４

番３の一部、甲１４９４番１地先里道水路、

甲１４９４番２地先里道水路及び甲１４９４

番３地先里道水路

４　幅員及び延長　幅員　６．００ｍ

　　　　　　　　　延長　２４．０６ｍ



広島市告示（安佐南区）第７５号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第７号

２　指定年月日　　令和６年６月１１日

３　道路の位置　　広島市安佐南区八木八丁目の８６５番３の一

部、８６６番２の一部、８６７番２の一部及

び８６８番２の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０ｍ

　　　　　　　　　延長　３４．４０ｍ



広島市告示（安佐南区）第７６号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ２ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和６年６月

９日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第７７号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ３ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和６年６月１３日から同月２７日まで、広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實　

区分 新旧 路線名等 所在（起点及び終点）

別

里　道

旧 安佐南１区１
０９号里道の
一部

八木八丁目７９８番１地先から
同所７９８番２地先まで

新
八木八丁目７９８番１地先から
同所７９９番１１まで



広島市告示（安佐南区）第７８号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第８号

２　指定年月日　　令和６年６月１４日

３　道路の位置　　広島市安佐南区伴東一丁目８４５５番地の一

部及び８４５５番地先水路

４　幅員及び延長　幅員　５．００ｍ

　　　　　　　　　延長　１９．７５ｍ



広島市告示（安佐南区）第７９号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第９号

２　指定年月日　　令和６年６月２４日

３　道路の位置　　広島市安佐南区西原四丁目７３３番９の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００ｍ

　　　　　　　　　延長　３３．５８ｍ



広島市告示（安佐南区）第８０号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ５ 日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条第１項及び第５

５条第１項並び下水道法（昭和３３年法律７９号）第１５条及び

第１７条の規定に基づき、道路と公共下水道の敷地の効用を兼ね

る施設の管理について、道路管理者と下水道管理者の協議が成立

し、協定を締結したので、別紙のとおりその内容を公示する。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第８１号　
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令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ８ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和６年６月

２５日、同２６日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告

示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第７０号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図面は、令和６年６月３日から同月１７日まで、広島

市安佐北区役所農林建設部維持管埋課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第７１号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成５年１１月４日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した下岩上町内会（代

表者　沖　克義）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第７２号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２３年８月２２日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した石堂南光台自治

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐北１区３２７
２号里道

白木町大字三田２７００番１地先
から同所２６８０番１番地先まで

里　道
安佐北１区３２７
５号里道

白木町大字三田２６８９番地先か
ら同所２６８７番地先まで

里　道
安佐北１区３２９
０号里道

白木町大字三田２６９９番１地先
から同所２６９７番地先まで

旧 新

事務所
広島市安佐北区落合南二
丁目８番１－１０号

広島市安佐北区落合南二
丁目１番１号

代表者の
氏名及び
住所

沖　克義
広島市安佐北区落合南二
丁目８番１－１０号

池田　久司
広島市安佐北区落合南二
丁目１番１号

会（代表者　田辺　篤也）について、次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第７３号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年６月１７日から同年７月１日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第７４号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年６月１７日から同年７月１日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第７５号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２１年１２月３日付けで、不動産又は不動

旧 新

事務所
広島市安佐北区白木町大
字有留２３５６番地２２

広島市安佐北区白木町大
字有留２３５６番地２３

代表者の
氏名及び
住所

田辺　篤也
広島市安佐北区白木町大
字有留２３５６番地２２

高田　稔
広島市安佐北区白木町大
字有留２３５６番地２３

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道

安佐北
３区９
６１号
線

安佐北区可
部一丁目１
１６１番地
１地先から
安佐北区可
部一丁目１
１６０番地
９地先まで

旧
1.63
～

2.70

14.43

新
2.11
～

2.94

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
３区９
６１号
線

安佐北区可部一丁目１１６
１番地１地先から
安佐北区可部一丁目１１６
０番地９地先まで

令和６年６月１
７日
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産に関する権利等を保有する団体として認可した小河原団地自治

会（代表者　大砂　浩）について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安芸区）第５５号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第５６号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第５７号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第５８号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

旧 新

事務所
広島市安佐北区小河原町
２２６番地８２

広島市安佐北区小河原町
２２６番地６３

代表者の
氏名及び
住所

大砂　浩
広島市安佐北区小河原町
２２６番地８２

三宅　真人
広島市安佐北区小河原町
２２６番地６３

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第５９号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ６ 日　

　平成１８年７月１８日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認

可した桜台自治会（代表者　野上　浩）について、下記のとおり

告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

　　広島市安芸区中野東三丁目４９番１号

２　代表者の氏名及び住所

　　山王　隆彰

　　広島市安芸区中野東三丁目４９番１号



広島市告示（安芸区）第６０号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ６ 日　

　平成１０年２月２６日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認

可した寺屋敷団地自治会（代表者　藤本　達之）について、下記

のとおり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

　代表者の氏名及び住所

　小路　正寛

　広島市安芸区矢野町７５２番地５１０



広島市告示（安芸区）第６１号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ６ 日　

　平成１７年４月２８日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認

可したコモンライフ中野自治会（代表者　岡　昭治）について、

下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



第１１３０号　―３３―令和６年７月３１日 広 島 市 報

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

　　広島市安芸区中野５丁目９番１７号

２　代表者の氏名及び住所

　　山本　和志

　　広島市安芸区中野５丁目９番１７号



広島市告示（安芸区）第６２号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ６ 日　

　平成１０年３月１２日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認

可した矢野南五丁目町内会（代表者　前田　剛享）について、下

記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

　　広島市安芸区矢野南五丁目１７番５号

２　代表者の氏名及び住所

　　大迫　すみえ

　　広島市安芸区矢野南五丁目１７番５号



広島市告示（安芸区）第６３号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ６ 日　

　平成１４年１０月１０日付けで地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として

認可した桑原町内会（代表者　大西　美紀）について、下記のと

おり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

　　広島市安芸区瀬野二丁目１８番１３号

２　代表者の氏名及び住所

　　荒川　敬

　　広島市安芸区瀬野二丁目１８番１３号



広島市告示（安芸区）第６４号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ６ 日　

　平成７年１月１９日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認可

した瀬野川団地自治会（代表者　東　葉子）について、下記のと

おり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

　　広島市安芸区中野七丁目７番２１号

２　代表者の氏名及び住所

　　大下　昌文

　　広島市安芸区中野七丁目７番２１号



広島市告示（安芸区）第６５号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第６６号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ９ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第６７号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ９ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第４号

２　指定年月日　　令和６年６月１９日

３　道路の位置　　広島市安芸区中野六丁目の２９３２番３の一

部、２９５０番４の一部、２９５０番６の一

部及び２９３２番３地先里道

４　幅員　　　　　６．０１～６．２６メートル

５　延長　　　　　５７．６２メートル



広島市告示（安芸区）第６８号　
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令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ０ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年６月２０日から同年７月４日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第６９号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ０ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年６月２０日から同年７月４日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３７
８号線

広島市安芸
区瀬野一丁
目８４１番
地７地先か
ら
広島市安芸
区瀬野一丁
目８４１番
地７地先ま
で

旧

メートル
3.90
～

3.90

メートル

27.70

新

メートル
4.00
～

4.10

メートル

27.70

広島市安芸
区瀬野一丁
目８４１番
地７地先か
ら
広島市安芸
区瀬野一丁
目８４１番
地７地先ま
で

旧

メートル
13.80

～
30.00

メートル

8.40

新

メートル
13.80

～
29.70

メートル

8.40

広島市安芸
区瀬野一丁
目８４１番
地２地先か
ら
広島市安芸
区瀬野一丁
目８４１番
地２地先ま
で

旧

メートル
30.00

～
34.90

メートル

5.00

新

メートル
30.00

～
35.70

メートル

5.00

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区３７
８号線

広島市安芸区瀬野一丁目８
４１番地７地先から
広島市安芸区瀬野一丁目８
４１番地７地先まで 令和６年６月２

０日広島市安芸区瀬野一丁目８
４１番地２地先から
広島市安芸区瀬野一丁目８
４１番地２地先まで



広島市告示（安芸区）第７０号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第６９号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は、令和６年６月３日から同月１７日まで、広島

市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第７０号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ７ 日　

　都市公園の区域を次のとおり変更するので、広島市公園条例

（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条の２の規定に基づき

告示します。

　その関係図面は、令和６年６月２１日まで広島市佐伯区役所農

林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

別図　略



広島市告示（佐伯区）第７１号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年６月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ３－Ｈ－１０９
－１５－１号水路

佐伯区五日市町皆賀１１９番１地
先から佐伯区五日市町皆賀１２０
番４地先まで

名称 所在地 変更の期日 区域

五月が丘緑
地

広島市佐伯区五月が
丘一丁目３０番１外

令和６年６月７
日

別図のと
おり
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広島市告示（佐伯区）第７２号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年６月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第７３号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定にょり別紙自転車等を撤去

し、令和６年６月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第７４号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ９ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第３号

２　指定年月日　　令和６年６月１９日

３　道路の位置　　広島市佐伯区八幡二丁目の２１７番３の一部

及び２１８番２の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　廷長　２９．５９メートル



広島市告示（佐伯区）第７５号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第４号

２　指定年月日　　令和６年６月２１日

３　道路の位置　　広島市佐伯区五日市中央七丁目の１９８３番

１４の一部及び１９８８番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　５６．３６メートル



広島市告示（佐伯区）第７６号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ７ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図書は、令和６年６月２７日から同年７月１２日ま

で、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第７７号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年６月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第７８号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年６月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第７９号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第５号

２　指定年月日　　令和６年６月２８日

３　道路の位置　　広島市佐伯区坪井二丁目の１０６８番３及び

種類 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
佐伯２区５２４号
里道

佐伯区五日市町大字中地字長迫１
００１７番１地先から佐伯区五日
市町大字中地字長迫１００１７番
１地先まで
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１０６８番４の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００～５．００メートル

　　　　　　　　　延長　３２．５０メートル

公　　　　　　　告

令和６年６月６日　

　広島市安佐北区中島土地改良区から、土地改良法（昭和２４年

法律第１９５号）第１８条第１７項の規定に基づき、役員の就

（退）任届が提出されたので、同条第１８項の規定に基づき公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　就任役員

２　就任の事由及び任期

　　就任の事由

　　　役員の任期満了及び辞任に伴う選任による。

　　任期

　　　令和５年４月２９日から令和９年４月２８日まで

公 告

職名 氏名 住所
新任重任

の別

理事 松　
広島市安佐北区可部
南三丁目８番７号

重任

理事 末田　和幸
広島市安佐北区可部
南三丁目１９番８号

重任

理事 松島　
広島市安佐北区可部
南三丁目１１番１０
号

重任

理事 新宮　實男
広島市安佐北区可部
南一丁目１１番７号

重任

理事 新谷　英男
広島市安佐北区可部
南四丁目１９番３５
号

重任

理事 岡田　則
広島市安佐北区可部
南三丁目６番３３号

重任

理事 松田　長敏
広島市安佐北区可部
南二丁目６番２２号

重任

理事 中野　朋紀
広島市安佐北区可部
南一丁目１６番１２
号

新任

理事 髙本　英夫
広島市安佐北区可部
南五丁目１１番１５
号

重任

理事 山田　郁夫
広島市安佐北区可部
南四丁目１０番４２
－１号

重任

監事 栗栖　正伸
広島市安佐北区可部
南一丁目７番２号

重任

監事 木村　晋二
広島市安佐北区可部
南三丁目９番４４号

重任

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第２号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　令和６年６月３日現在における地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律

第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定によ

る教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次の

とおりです。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１９，５２３人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条

第１項（市長の解職の請求〉及び第８６条第１項（副市長、市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２２２，０１８人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３８，３８６人

　　　　　　　　　東　　区　　３２，４８２人

　　　　　　　　　南　　区　　３９，０８６人

　　　　　　　　　西　　区　　５１，３６５人

　　　　　　　　　安佐南区　　６５，５４４人

　　　　　　　　　安佐北区　　３９，０１５人

　　　　　　　　　安芸区　　２１，０７３人

　　　　　　　　　佐伯区　　３８，４３１人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１６２，６９０人
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区 選 管 告 示

広島市中区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　在外選挙執行規則（平成１１年自治省第２号）第８条第３項の

規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影の

印刷により代えるものとします。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　



広島市南区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　在外選挙執行規則（平成１１年自治省第２号）第８条第３項の

規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影の

印刷により代えるものとします。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　



広島市西区選挙管理委員会告示第６号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　令和６年７月１９日より、在外選挙執行規則（平成１１年自治

省第２号）第８条第３項の規定により調製された在外選挙人証に

押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとする。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　在外選挙執行規則（平成１１年自治省第２号）第８条第３項の

規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影の

印刷により代えるものとします。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優 　



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日　

　在外選挙執行規則（平成１１年自治省第２号）第８条第３項の

規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影の

印刷により代えるものとします。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第１１号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ７ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

１　日　時　令和６年６月１１日（火）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　広島市立学校児童生徒数等（令和６年５月１日現在）につ

いて（報告）

　　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（代決報告）

　　広島市立高等学校入学者選抜の基本方針について（議案）

　【非公開予定議題】

　　広島市いじめ防止対策推進審議会委員の任命について（議

案）

広島市監査公表第９号　

令和６年６月１１日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　企画総務局　　　　　　　　　総　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　区　政　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　旅券センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸籍・住民票事務セン

ター

　　　区　役　所　（中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、

佐伯）

　　　　　　　　　　市　民　部　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　連　絡　所（３か所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　　市　民　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　市役所サービス・コー

監査公表
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ナー

　　　　　　　　　　　　　　　　　出　張　所（１２か所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　連　絡　所（３か所）

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和５年１１月１０日から令和６年５月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第１０号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ １ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　健康福祉局　　高齢福祉部　　　高齢福祉課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域包括ケア推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　介護保険課

　　　　　　　　　　保　健　部　　　医療政策課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　食品保健課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　食品指導課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境衛生課

　　　　　　　　　　看護専門学校　　総　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　教　務　課

　　　区　役　所　（中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、

佐伯）

　　　　　　　　　　厚　生　部　　　地域支えあい課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福　祉　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　生　活　課

　　　公益財団法人広島市老人クラブ連合会

　　　地方独立行政法人広島市立病院機構

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

　　　また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和５年１１月１５日から令和６年５月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点か

ら監査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第１１号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ １ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　こども未来局　　　　　　　　保　育　園（２３園）

　　　（注）保育園（２３園）のうち１園については、直前通知

型定期監査を実施した。

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和５年１１月７日から令和６年５月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済
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的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第１２号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ １ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　環　境　局　　施　設　部　　施　設　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　埋立地整備管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　玖谷埋立地管理事務所

　　　　　　　　　　　　　　　　　工　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　中　工　場

　　　　　　　　　　　　　　　　　安佐南工場

　　　　　　　　　　　　　　　　　安佐北工場

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和５年１１月２１日から令和６年５月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第１３号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ １ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　都市整備局　　　　　　　　　　都市整備調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　みなと振興課

　　　　　　　　　　都市機能調整部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　青崎地区区画整理事務所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　西広島駅北口地区区画整

理事務所

　　　　　　　　　　西風新都整備部

　　　　　　　　　　営　繕　部　　　営　繕　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　設　備　課

　　　区　役　所　（西）

　　　　　　　　　　建　設　部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　　　　　　　（安佐南、安佐北）

　　　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　　　　　　　（佐伯）

　　　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　　広島駅南口開発株式会社

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

　　　また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和５年１１月２１日から令和６年５月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点か

ら監査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から
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説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第１４号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ １ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　会　計　室

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和６年１月２５日から同年５月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第１５号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ １ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公

表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　教育委員会　 事　務　局　 学校教育部　 教 職 員 課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校事務セン

ター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中央地区、

東部地区、西

部地区、安佐

南地区、安佐

北地区）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康教育課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導第一課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導第二課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別支援教育課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生徒指導課

　（教育機関）　　　　　　幼　稚　園（３

園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　学　校（２

２校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　学　校（１

０校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高 等 学 校（１

校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 学 校 給 食 セ ン

ター（２施設）

教育センター

　　　一般財団法人広島市学校給食会

　　　（注）小学校（２２校）及び中学校（１０校）のうち各１

校については直前通知型定期監査を実施した。

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

　　　また、財政援助団体にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和５年１１月１０日から令和６年５月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体にあっては、当該財政的援助に係る

出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監

査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。
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５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第１６号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ １ 日　

広島市監査委員　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

　なお、古川智之監査委員は監査委員に関する庶務の監査につい

て、地方自治法第１９９条の２の規定により除斥とした。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　監査事務局　　　　　　　　　監査第一課

　　　　　　　　　　　　　　　　　監査第二課

　　　　　　　　　　　　　　　　　工事監査課

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和６年２月６日から同年５月１０日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第１７号　

令 和 ６ 年 ６ 月 １ １ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　都市整備局　　営　繕　部　　営　繕　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　設　備　課

　　　区　役　所　（東、南、西）

　　　　　　　　　　建　設　部　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　　　　　　　（佐伯）

　　　　　　　　　　農林建設部　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　監査の範囲

　　　令和５年度に属する契約金額が１００万円以上の工事、工

事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。

２　監査の期間

　　令和５年１１月１６日から令和６年５月１７日まで

３　監査の着眼点

　　工事の設計、積算、契約及び施工等並びに委託業務の内容

及び積算等が法令に適合し、正確に実施されているか、ま

た、経済的、効率的及び効果的に執行されているか。

　　過去に実施した工事監査の中で検出した事務処理誤り等に

ついて、類似の工事等の事務が改善され適切に実施している

か。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第１８号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

　　　監査の結果（指摘事項）に対する措置の内容の公表に

ついて

　地方自治法第１９９条第１４項の規定により、広島市長から監

査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該措置

の内容を別紙のとおり公表する。
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（別　紙）

令和５年度監査の結果に対する措置の内容の公表

（市民局）

１　監査結果公表年月日

　　令和５年９月８日（広島市監査公表第２３号）

２　監査結果に対する措置事項の通知年月日

　　令和６年５月３１日（広市生第３２号）

３　監査の結果（指摘事項）及び措置の内容

公民館の施設管理に係る委託業務等の不適切な契約方法について
（所管課：市民局生涯学習課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　地方公共団体の契約は、公平性や経済性の確保の観点から一般競争入札による
ことが原則であり、随意契約は例外的な場合にのみ認められているものである。
　しかしながら、監査対象課では、公民館の施設管理に係る委託業務契約及び施
設修繕契約において、一つの業務又は修繕として一体的に発注すべきであるもの
を、合理的な理由なく分割して随意契約により発注している事例が複数見受けら
れた。
　ついては、市は、契約における公平性や経済性の確保の必要性を改めて認識
し、適切な契約方法による発注の徹底を図られたい。

　監査の結果を受け、今後は、一つの業務又は修
繕として一体的に発注すべきであるものについて
は、一つの業務等として発注するなど、原則に
沿って適正に契約事務を処理することとし、職員
に対し周知徹底を図った。



広島市監査公表第１９号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

　　　包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について

　広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があっ

たので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

（別　紙）

令和５年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（企画総務局）

１　監査意見公表年月日

　　令和６年２月５日（広島市監査公表第２号）

２　包括外部監査人

　　松本　京子

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和６年５月２４日（広企法第１３号）

４　監査のテーマ

　　補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

　　文書の収受について
　　　（所管課：企画総務局法務課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　文書の収受については、広島市文書取扱規程を受け広島市「文書事務の手引」
に以下のとおり定めがある。
　「文書の収受とは、郵送等によって地方公共団体に到達した文書を、文書収受
課等が受領し、所定の収受手続に従って整理し、到達の確認を行うことである。
　文書による意思表示の効力の発生時期について、民法は、到達主義によること
を原則としている（第９７条第１項）。この場合「到達」とは、「社会通念上、
相手方が意思表示等を了知することができる客観的状態を生ずること」と解され
ている。
　市に送達される文書も、法令に定めのない限り、到達した時からその効力を生
ずるが、一時に大量の文書を扱うことから、配達証明や書留郵便物など到達時期
が確認できるものを除き、収受の手続が終わらなければ、到達したことの確認が
難しい。したがって、個々の文書に受付印を押し、到達時期を明らかにしておく
ことにしている。

　監査の意見を受け、文書の収受に当たっては、
文書事務の手引にのっとり、収受した文書に受付
印を押すことを徹底するよう、令和６年３月７日
付けで全庁に通知した。
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　このように文書の収受は、意思表示の到達を確認するという重要な手続である
ため、担当者は速やかにこれを行わなければならない。」
　補助金の交付申請手続は交付申請から始まり、交付申請の効力発生時期が到達
主義によることからすると（補助金等適正化法第５条、広島市補助金等交付規則
第４条）、交付申請書の収受につき、文書事務の手引にのっとった処理、具体的
には紙文書の場合には受付印を押し、到達時期を明らかにすべきである。また、
当該補助事業等が完了したときに実績報告書を提出してはじめて具体的な補助金
等の額が確定すること（補助金等適正化法第１４条、同規則第１５条）、特に広
島市では完了の日から４０日以内の提出を求めていることからすると、実績報告
書の収受についても、収受の時期を明確にするため、文書事務の手引にのっとっ
た処理がなされるよう、改めて周知すべきである。

　　デジタル化の推進について
　　　（所管課：企画総務局行政経営部行政経営課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　広島市においては、令和４年３月に広島市デジタル・トランスフォーメーショ
ン（ＤＸ）推進計画（以下「ＤＸ推進計画」という。）を策定し、人口減少・
少子高齢化、成熟社会化の中、行政サービスへの需要の多様化へ的確に対応し、
「持続可能なまち」の実現を目指している。
　ＤＸ推進計画の具体的な取組として、効果的・効率的な行政の運営の一つとし
て業務プロセスのデジタル化（ＤＸ推進計画「第３章イウ」参照）等が掲げら
れている。
　今回の監査対象補助金の一部ではあるが、補助金交付申請や実績報告書を電子
媒体で提出しているものも見受けられた。電磁的記録の収受で当該記録を紙に印
刷しない場合は、課受付印の押印及び収受の時刻の明記証印を省略するものとさ
れている（広島市電磁的記録取扱要綱第３条第３項参照）。
　そこで、補助金の交付申請、実績報告書等の提出全般について、電子媒体での
提出を一層推進すべきである。

　監査の意見を受け、対面での確認等が必要な場
合や書面等の手渡しが必要な場合などを除き、各
所属が所管する補助金等の交付申請書、実績報告
書等について、電子媒体での受付等を積極的に推
進するよう、令和６年３月７日付けで全庁に通知
した。

令和４年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（安佐北区役所）

１　監査意見公表年月日

　　令和５年２月２日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

　　松本　京子

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和６年５月３０日（広佐調第３号）

４　監査のテーマ

　　財産に関する事務の執行及び管理について

５　監査の意見及び対応の内容

行政財産の所属替え又は用途廃止について（上市住宅跡地）
（所管課：安佐北区役所市民部区政調整課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　当該市有地は、安佐北区市民部区政調整課が所管しているが、ちびっこ広場と
隣接しているため、ちびっこ広場を所管する安佐北区市民部地域起こし推進課に
所属替えし、一体的に管理することが望ましい。仮に、当該市有地がちびっこ広
場として利用されていないのであれば、公用に供されていないため、普通財産と
することが望ましい。

　監査の意見を受けて、当該市有地は、隣接する
ちびっこ広場と一体的に管理、有効活用すること
が適当であるとの結論に至ったことから、令和５
年１０月２６日付けで同広場を所管する安佐北区
市民部地域起こし推進課へ所属替えを行った。

監査告示

広島市監査告示第３号　

令 和 ６ 年 ６ 月 ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２

項の規定に基づき、次のとおり告示します。

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

１　包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所

２　包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

氏名 住所

粟津　大慧 広島市中区

川島　好勝 広島市中区
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　　令和６年６月５日から令和７年３月３１日まで

広職共公告第３号　

令和６年６月２１日　

　広島市職員共済組合定款第５条及び第３６条の規定により、令

和５年度決算の要旨を次のとおり公告する。

広 島 市 職 員 共 済 組 合　

理事長　　阪　谷　幸　春　

１　短期経理

貸借対照表の要旨

令和６年３月３１日現在

職員共済組合公告

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円

2,376 流動負債
固定負債
剰余金

百万円
79

884
1,413

資産合計 2,376 負債・純資産合計 2,376

損益計算書の要旨

自　令和５年４月　１日

至　令和６年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
繰入金
次年度繰越支払準
備金
特別損失
当期利益金

百万円
10,631

8
884

0
28

経常収益

前年度繰越支払準
備金
特別利益
当期損失金

百万円
10,306

641

8
596

合　計 11,551 合　計 11,551

２　厚生年金保険経理

貸借対照表の要旨

令和６年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円

1,609 流動負債
百万円

1,609

資産合計 1,609 負債・純資産合計 1,609

損益計算書の要旨

自　令和５年４月　１日

至　令和６年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円
18,286 経常収益

百万円
18,286

合　計 18,286 合　計 18,286

３　退職等年金経理

貸借対照表の要旨

令和６年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円

108 流動負債
百万円

108

資産合計 108 負債・純資産合計 108

損益計算書の要旨

自　令和５年４月　１日

至　令和６年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円

1,195 経常収益
百万円

1,195

合　計 1,195 合　計 1,195

４　経過的長期経理

貸借対照表の要旨

令和６年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円

1 流動負債
百万円

1

資産合計 1 負債・純資産合計 1

損益計算書の要旨

自　令和５年４月　１日

至　令和６年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円

83 経常収益
百万円

83

合　計 83 合　計 83

５　退職等年金預託金管理経理

貸借対照表の要旨

令和６年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
30

205
固定負債

百万円
235

資産合計 235 負債・純資産合計 235

損益計算書の要旨

自　令和５年４月　１日

至　令和６年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円

2 経常収益
百万円

2

合　計 2 合　計 2

６　業務経理

貸借対照表の要旨

令和６年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
75
1

流動負債

剰余金

百万円
10

66

資産合計 76 負債・純資産合計 76

損益計算書の要旨
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自　令和５年４月　１日

至　令和６年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用

特別損失
当期利益金

百万円
90

0
6

経常収益
繰入金
特別利益
当期損失金

百万円
88
8
0
0

合　計 96 合　計 96

７　保健経理

貸借対照表の要旨

令和６年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
433

1
流動負債

剰余金

百万円
158

276

資産合計 434 負債・純資産合計 434

損益計算書の要旨

自　令和５年４月　１日

至　令和６年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
特別損失
当期利益金

百万円
585

0
0

経常収益
特別利益
当期損失金

百万円
495

0
90

合　計 585 合　計 585

８　貸付経理

貸借対照表の要旨

令和６年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
1,098
1,075

流動負債
固定負債
剰余金

百万円
1

205
1,967

資産合計 2,173 負債・純資産合計 2,173

損益計算書の要旨

自　令和５年４月　１日

至　令和６年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
特別損失
当期利益金

百万円
13
0
1

経常収益

当期損失金

百万円
14

0

合　計 14 合　計 14






